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また、法の施行により隣接地域への外延化が
起こったのではないかという仮説を検証する
ために設定した、施行ダミーと隣接自治体の
交差項については、いずれの時期においても
有意性が認められなかった。法施行に伴って
隣接自治体に工業集積が移行したという仮説
は、明確には支持されない。
　次に、制限法が廃止されたのちの各自治体
の出荷額への影響を見る。表2.は、工場等制
限法の廃止後において、対象自治体への影響
が残存したと仮定したモデルと、解消された
と仮定したモデルを比較したものであるが、
両期間ともに影響が残存していると仮定した
モデルの方が高い説明力を有している。工場
等制限法が廃止された後も、指定地域におけ
る製造業集積に対しては負の影響が持続して
いたことがわかる。

　(5)暫定的結論

　暫定的結論として、以下の３点が明らかに
なった。第一に、工場等制限法は、特に全域
が対象となっている地域に対して負の影響を
与えた。区域の一部が指定対象の自治体につ
いては、明確な負の影響は認められなかっ
た。第二に、制限法の施行に伴い、指定対象
地域に隣接する自治体への外延化の動きがみ
られるという仮説は、本研究からは明確な傾
向は認められなかった。第三に、2002年に工
場等制限法が廃止された後も、指定対象自治
体における出荷額の増減に対する影響は残存
していた。規制期間に規定された地域の産業
立地上の特性が、その後の集積に対しても持
続的に影響をもたらしていることを示唆する
ものである。
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　(1)本研究のリサーチ・クエスチョン

　本研究は、府内の工場等制限法の対象と
なった地域が、指定により活動を抑制されて
いたのか、そしてその解除は、対象地域の集
積に新たな変化をもたらしたかについて、
「差の差分析」（DID分析）の手法を用いて
検証する。なお分析に際しては、地域の工業
集積の発展・衰退要因となると考えられる、
各地域の産業構造の影響を除去した上で検証
を行った。本研究で検証対象としたリサー
チ・クエスチョンは、以下の2点である。
①工場等制限法の施行・廃止は、府内の対象

地域や隣接地域の工業集積に対して影響を
与えたか。

②工場等制限法の施行・廃止の影響の現れ方
は、地域および時期によって異なるか。

　(2)分析対象期間

　分析対象期間は、1960年から2015年であ
る。工場等制限法が施行される以前の時期
(1960年～63年)の各自治体の年平均の製造
品出荷額の伸び率を起点とし、施行時期　
(1964～2002年)、施行後(2002年～15年)の影響
の有無を検証した。なお、対象期間が長期に
わたるため、各分析期間中の産業分類の連続
性を確保しつつ、日本の産業活動を取り巻く
環境変化の大きな転換点となった年を基準と
して数期間に分けて期間の設定を行った。具
体的な時期区分は、下記のとおりである。

①高度成長前期（1960～63年）

②高度成長末期（1971～73年）
③オイルショック～安定成長期（1974～84

年）
④円高不況～バブル期（1985～91年）
⑤平成不況期（1991～2001年）
⑥いざなみ景気期（2002～07年）
⑦リーマンショック～アベノミクス期
 （2008～15年）

　上記のうち、①が工場等制限法施行前、②
～⑤の時期が工場等制限法施行期間、⑥～⑦
が廃止後の期間となる。

　(3)地域区分

　次に、府内各自治体の地域区分について説
明する。工場等制限法では、全域が対象地域
となっていた自治体と、一部地域が指定され
ていた自治体がある。そのため、指定対象自
治体については、全域が指定されていた地域
を「指定地域」、一部地域が指定されていた
自治体を「一部指定地域」と区分した。ま
た、指定対象地域以外の自治体については、
本研究では、指定地域に接する自治体につい
て「隣接地域」、それ以外を「非対象地域」
として区分を行い、分析を行った。

　(4)分析結果

　表１は制限法施行前を基準期間として、施
行後の各時期の府内各自治体の出荷額の増減
割合が受けた影響を分析した結果である。最
も注目すべき点は、制限法施行と地域指定の
交差項である。特に全域が指定対象となって
いる自治体（対象地域）では、1974～84年の
期間を除き、5％以上の水準で有意であり、
その係数は全て負である。すなわち、地域特
殊要因が出荷額に与える影響に加えて、さ
らにマイナスの影響が生じていたことが分
かる。但し、負の影響が明確に現れているの
は、全域が対象地域の自治体に限られる。一
部指定地域については、法施行が対象自治体
の工業出荷額に与えた影響は明確ではない。
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